
　　　　　　　　　　　　平成２５年行政事業レビューシート （警察庁）

計

平
成
2
5
・
2
6
年
度
予
算
内
訳

費　目 25年度当初予算 26年度要求 主な増減理由

犯罪被害給付金 1,736 1,736

―

(    ―    ) (      ―      ) (    ―     )

単位当たり
コスト

別添資料参照 算出根拠 別添資料参照

同上

活動実績

（当初見込
み）

同上

同上 同上 同上

―

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 22年度 23年度 24年度 25年度活動見込

成果目標及び成
果実績

（アウトカム）

24年度
目標値

（　　年度）

（成果目標）
　犯罪被害者等給付金の支給（法律に定める要件に
合致する犯罪被害者等に対して、法律に定める金額
を支給）
（成果指標）
　犯罪被害者等給付金の支給件数

成果実績 件 犯罪被害者等給付金
６４４

犯罪被害者等給付金
７２１

犯罪被害者等給付金
７４４ ―

達成度

成果指標 単位 22年度 23年度

％ ― ―

執行率（％） 89% 99% 100%

2,063 1,809 1,774 1,736 1,736

執行額 1,829 1,808 1,774

繰越し等 0 0 0 0

26年度要求

予算
の状
況

当初予算 2,063 1,809 1,618 1,736 1,736

補正予算 0

予算額・
執行額

（単位:百万円）

22年度 23年度 24年度 25年度

0 157 0

計

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

　故意の犯罪行為により、不慮の重大な被害を受けたにもかかわらず、加害者からの損害賠償が得られず、他の公的救済も受けられない
犯罪被害者等に対して、国が社会連帯共助の精神に基づき、犯罪被害者等給付金を支給することで、その精神的・経済的打撃を早期に軽
減するとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援する。

事業概要
（5行程度以内。
別添可）

　通り魔殺人等の故意の犯罪行為により、不慮の死亡、重傷病又は傷害という重大な被害を受けたにもかかわらず、公的救済や損害賠償
を得られない犯罪被害者等に対し、法律に基づき国が一定の給付金を支給する。

実施方法 ■直接実施　　　　　□委託・請負　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

会計区分 一般会計 政策・施策名
犯罪被害者等の支援の充実
　１　犯罪被害者等に対する経済的支援・精神的支援等
　　　総合的な支援の充実

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

・犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の
支援に関する法律

関係する計画、
通知等

―

作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度

昭和５５年度 担当課室 給与厚生課
給与厚生課長
吉岡　健一郎

事業名

事業番号 68

犯罪被害給付金 担当部局庁 長官官房

1,736 1,736



費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ○

外部有識者の点検対象外

１　支出先・使途の把握水準・状況
　　犯罪被害者等給付金は、都道府県公安委員会による裁定の結果に基づき警察庁が支出していることから、支出先・使途については把握し
　ている。

２　見直しの余地
　　犯罪被害者等の精神的・経済的打撃を早期に軽減するため、今後も法令に基づき、引き続き実施していく必要がある。
　　なお、給付金の額は、法令にその算定方法が定められており、今後とも適正な予算執行に努める。

評　価項　　目

点
検
結
果

おおむね具体的で十分な内容と認められる。

特になし。

現
状
通
り

関連する過去のレビューシートの事業番号

特になし。

国
費
投
入
の

必
要
性

事業所管部局による点検

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

当初1－4 40

行政事業レビュー推進チームの所見

現
状
通
り

平成24年平成22年

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

27

事
業
の
有
効
性

　平成24年度中の裁定を受けた被害者数、裁定金額等は、
前年度に比べ減少をしているが、同制度が犯罪被害者支援
施策の中で占める重要度は大きい。
　なお、類似事業との間では、法律の規定により、給付金の
支給にあたり、額の調整が行われていることから、支給も適
切に行われている。

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的
あるいは低コストで実施できているか。

広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業と
なっているか。

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

受益者との負担関係は妥当であるか。

○

―

○

評価に関する説明

事
業
の
効
率
性

平成23年

○

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

―単位当たりコストの水準は妥当か。

○

事業番号

外部有識者の所見

類似事業名

　犯罪被害給付金は、犯罪被害者等の申請に基づき、
都道府県公安委員会による裁定を経た後、支出してい
る。
　また、給付基礎額や倍数、減額対象となる事由や減
額割合も法定されているなど、給付金の額の算定は、
法令の規定に則り適切に行われている。

重
複
排
除

○

○

―

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。
（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

厚生労働省

国土交通省自動車損害賠償保障法に基づく
保険給付

○

　類似事業との間では、法律の規定により、給付金の支
給に当たり額の調整が行われていることから、適切に支
給がなされている。

所管府省・部局名
労働者災害補償保険法に基づく
保険給付

備考

○

○

　犯罪被害給付金は、犯罪被害者等の負担を軽減するととも
に、再び平穏な生活を営むことができるよう、国が社会連帯
共助の精神に基づき、犯罪被害者等に対して支給するもの
であり、同制度は、特に犯罪被害者等の経済的支援の観点
から有効に機能している。また、犯罪被害者支援法第３条の
規定により、国が給付金を支給することとなっている。



※平成24年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万

円）

警察庁

1,774百万円

犯罪被害者等給付金の支給

Ａ．犯罪被害者等給付金 申請者（744
名）

1,774百万円

遺族、傷害、重傷病給付金



計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

計 0 計 0

C. G.

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

計 0 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 1,774 計 0

犯罪被害者等給付金 1,774

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

犯罪被害
給付金

A.犯罪被害者等給付金申請者 E.



支出先上位１０者リスト
A.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1 犯罪被害者等給付金申請者 犯罪被害者等給付金（延べ744人） 1,774

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率



被害者に障害が残った場合 被害者が死亡した場合

被害者本人
重傷病：加療１か月以上、かつ、３日以

上の入院(３日以上労務に服するこ
とができない程度の精神疾患)

被害者本人

遺族（順位は番号順）
①配偶者、（生計維持関係のある）②子、
③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、
（生計維持関係のない）②子、③父母、
④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹

被害者が重傷病になった場合

犯罪被害給付制度の概要

故意の犯罪行為により、不慮の重大な被害を受けたにもかかわらず、加害者からの損害賠
償が得られず、他の公的救済も受けられない被害者等に対して、国が社会連帯共助の精神
に基づき、犯罪被害者等給付金を支給することで、その精神的・経済的打撃を早期に軽減す
るとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援しようとするもの。

趣旨

日本国内において行われた

人の生命又は身体を害する罪に当たる行為（過失を除く）により

○ 被害者と加害者の間に親族関係があるとき
○ 被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき被害者にも

その責めに帰すべき行為があったとき
○ 被害者又はその遺族等と加害者との関係その他の事情から判断して、給付

金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき

支給
制限

調整 労働者災害補償保険法その他の法令により給付が行われるべき場合や損害賠償が行われた
場合、その額の限度において給付金を調整。

除斥
期間

申請は、当該犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から２年を経過したとき、
又は当該死亡、重傷病又は障害が発生した日から７年を経過したときはすることができない。
やむを得ない理由があれば、その理由のやんだ日から６月以内は申請できる。

仮給付 犯人が不明であるなど速やかに裁定することができない事情があるときは、仮給付金を支給。

重傷病給付金

上限額 ： 120万円

医療費の自己負担相当額

＋

休業損害を考慮した額
（休業加算基礎額 × 休業日）

を１年を限度として支給

障害給付金

障害給付基礎額

×

倍数

（最高額～最低額）

3,974.4～18万円

遺族給付金
遺族給付基礎額

×

倍数

（最高額～最低額）

2,964.5～320万円

死亡前に療養を要した場合、医療費の自
己負担相当額と休業損害を考慮した額の
合算額も併給

申請
○ 住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請。
○ 日本国籍を有する者又は日本国内に住所を有する者が申請可能。

根拠法
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律（昭和55年法律第
36号）

（改正：平成13年４月及び平成20年４月）

生計維持関係遺族
０人 1000倍

４人 2450倍
〜

障害等級１級（常時介護） 2880倍

14級 50倍

（被害者の収入日額を基礎として算出）

〜

（被害者の収入日額を基礎として算出）


